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電力広域的運営推進機関



12022年度事業計画の概要

◼ 従来からの取り組みである安定供給確保と送配電設備の効率的な利用推進に加え、2022年度より開
始となるFIT交付金交付業務や、広域機関システムのリプレースに向けた動きについて記載しています。

◼ 監査体制の整備等、特に組織運営体制に関しては、広域機関検証ワーキングの議論を踏まえ策定して
おります。本資料では主要項目や大きく動きがあった項目に限定しています。

＜目次＞
１．再生可能エネルギーの主力電源化及び電力レジリエンス強化に資する次世代型ネットワークへの転換

➢ 次世代型ネットワーク整備のグランドデザインの検討
➢ 広域機関システムの今後の方針

２．電力の安定供給に向けた供給力の確保および需給バランス評価
➢ 容量市場の進捗
➢ 供給計画・需給検証

３．電気の需給の状況の監視

４．需給の状況が悪化した場合等における会員への指示

５．FIT・FIP交付等業務/太陽光パネル廃棄費用積立金管理の適切な実施

６．電気供給事業者からの苦情又は相談の対応及び紛争の解決

７．電気事業者に対する指導、勧告等

８．前１．～７．の附帯業務及び災害対応関連業務

９．本機関の目的を達成するために必要な業務
➢ 中期計画の策定
➢ ガバナンスの強化
➢ 人材教育の強化
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１．再生可能エネルギーの主力電源化及び電力レジリエンス強化に資する次世代型ネットワークへの転換➀

次世代型ネットワーク整備のグランドデザインの検討

◼ 目指すべき姿
2050年カーボンニュートラルの実現に向けた再生可能エネルギーの主力電源化及び電力レジリエンス強化に資する
次世代型ネットワークの構築

◼ 上記実現に必要な取組
① 再エネが主力電源となっている社会実現のための系統設備形成、系統利用の在り方の確立
② 国民負担抑制の観点から過剰な設備を持たず、供給力が不足することで安定供給が脅かされないように、適切

に需給バランスを評価できるような仕組みの整備 等
◼ 2022年度に実施する取組

➢ ②の実現のため、マスタープラン（次世代ネットワーク整備に向けた具体的な取組の方向性（将来系統含む）を示すも
の）を策定する際、費用便益評価に基づく系統の増強判断に係る仕組みの検討と整理を実施

➢ 2022年度よりノンファーム型接続（送変電設備の容量が空いていない時は出力制御を行う電源の接続方法）の連系
が開始が予定されていることに伴い、必要なルールの整備を実施

＜2021年度＞

ガイドラインに基づき
策定した設備更新
計画を実施

ガイドライン整備

＜2023年度＞

新たな託送料金制度

標準的なリスク評価手法
を定めたガイドラインの整

備

＜2022年中＞
連系完工

(混雑発生は2024年頃
以降か?)

新たな混雑管理
（再給電）

＜2022年頃～(想定)＞

ノンファーム電源連系

再給電方式の整備と、
市場主導型の仕組みの

検討

試行から
全国展開へ

＜2021年1月＞

ノンファーム型接続

再生可能エネルギーの主力電源化による二酸化炭素削減と既存の送変電設備の更新に係る国民負担の低減の実現

＜2050年＞

マスタープラン策定
（広域系統長期方針）

第6次エネルギー基本計画を踏まえ、
シナリオ分析を実施のうえ策定

＜ 2022年度中＞
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◼ 目指すべき姿
➢ 広域的な電力量および調整力調達機会を拡大し、低廉な電力コストを実現する連系線利用や管理方法の高度化
➢ 広域ブロック化を前提とした電力量および調整力融通時における、需給モニタリング及び監視、分析機能の強化

◼ 上記実現に必要な取組
再エネ拡大による需給変動や調整力の市場移行により、より綿密な連系線や需給の管理・監視が必須。
その中核機能を担う広域機関システムの改修やリプレースを実施。

◼ 2022年度に実施する取組
システム開発前に有識者会議等でシステム化範囲等の妥当性について確認を行うこと等によって、目的適合性及びコスト低
減に十分に配慮し、主に下記について実施。
➢ 市場連携・連系線利用枠設定・広域予備率対応など、制度対応としての拡張/改良開発
➢ システムリプレースに向けた工程の具体化および発注先の選定

2022 2024 2026 2028 2030

制度改正対応
主に2024年度、調整力の調達が、容量市場
/需給調整市場へ移行すること等に伴う対応

設備増強対応
2027年度の設備増強（FC、東北東京、
新々北本）に合わせ連系線管理の見直し

既存システム保守
故障対応に加え、サポート切れとなるハード
ウェア取替やライセンス更新を実施

リプレース
2030年度に期限を迎える広域機関システ
ムの再設計。利用者/連携先が多岐に渡
るため、2026年から段階的に移行実施。

拡張/改良開発
✓ 市場連携
✓ 連系線利用枠
✓ 広域予備率 等

需給調整市場（1次、2次）
容量市場（実需給開始）

新連系線運転
開始
FC/新々北本
/相馬

連系線管理・監視
の見直し/高度化

現行システム
の保守期限
＝リプレース
完了期限

１．再生可能エネルギーの主力電源化及び電力レジリエンス強化に資する次世代型ネットワークへの転換②

広域機関システムの今後の方針

故障対応・ライセンス保守

セキュリティ更新
/端末入替

サーバー系入替
（OS・ハード）

開発工程の具体化
システム会社の選定

II期開発
監視および計画系（翌日・当日）

I期開発
公表および計画系（年・月・週）

今後の制度改正にも随時対応



4２．電力の安定供給に向けた供給力の確保および需給バランス評価

◼ 目指すべき姿
電力の安定供給を実現するため、中長期的な供給力の確保や供給計画を通じた需給バランスを評価を実施するこ
とで、電力取引価格の安定化を実現し、電気事業者の安定した事業経営、電気料金の安定化や中長期にわたる
停電リスクの低減といった消費者へのメリットを実現する。

◼ 上記実現に必要な取組
① 容量市場の実需給年度に向けた各種仕組みの検討、システム等準備、市場の着実な運用
② 供給計画や需給検証を通じた需給バランス評価の実施

◼ 2022年度に実施する取組
➢ 2024年度の実需給に向けて、2022年はDR等の発動指令電源の実効性テスト、作業停止調整を実施する。そのため
に必要なツールや、実需給期間に向けたシステムの準備等を行う。また2026年度向け容量オークションを円滑に実施する。

➢ 供給計画、需給検証における需給バランス評価について、容量市場と整合の取れた評価手法とすべく検討する。

実需給向けシステム

リクワイアメント・アセスメント・ペナルティ等
の運用システムの準備

容量市場の着実な運用環境構築

2024年度実需給対応

発動指令電源の実効性テスト・作業停止調整の実施
体制整備

安定運営に必要な体制の構築
（体制、仕組み）

追加オークション

対象年度の1年前に開催する
オークションへの対応

必要なツール準備

・ベースライン等算定ツール
・容量停止調整ツール
・追加オークション用約定処理ツール

供給計画・需給検証

容量市場と整合の取れた需給バランス評価手法の検討

中長期的な供給力確保/電気料金の安定化

＜～2024年度＞



5５．FIT・FIP交付等業務/太陽光パネル廃棄費用積立金管理の適切な実施

◼ 目指すべき姿
再生可能エネルギーの主力電源化に向けて必要不可欠であるＦＩＴ・ＦＩＰ・廃棄等費用積立制度の長期・安

定運用を担う費用負担調整業務の効率的かつ透明性を確保した業務体制の構築。

◼ 上記実現に必要な取組

① 公正・公平な事業者対応及び多額資金の的確な管理の実現に向けた体制の構築

② 国民負担低減に向けた費用負担調整業務の効率化への取り組み

③ 制度変更への柔軟な対応

◼ 2022年度に実施する取組

➢ 業務移管・新制度の立ち上げの円滑な実施に向けたシステム及び業務体制の構築

➢ 費用負担調整業務の効率化に向けた検討

➢ 今後の制度改正等に対しても迅速・的確に対応すべく、国との連携体制の強化

システム構築

FITシステム移管
新システム新設

（FIP・廃棄等費用）

＜ 2022年＞

FIT・FIP制度の的確な運用（効率的かつ透明性確保）

システム効率化

FIT・FIPシステムの
効率化等の検討

＜ 2023年以降＞

業務体制・執行

円滑な立ち上げ体制構築
・業務の効率化検討

＜ 2022年＞

業務効率化・機能強化

コスト低減に向けた業務効率化
・ガバナンス強化の検討

＜ 2023年以降＞

制度変更への対応

国及び関係箇所と
の連携強化

＜ 2022年～＞ 継続実施



6９．本機関の目的を達成するために必要な業務

◼ 目指すべき姿
業務が範囲・量ともに拡大する広域機関を支えるための十分な組織体制の整備

◼ 上記実現に必要な取組
① 職員の確保・育成（出向者比率の低減及び研修の充実）
② 多額の資金を扱うことに伴う組織運営体制の整備（内外ガバナンスの強化、資金管理・資産運用の実施）

◼ 2022年度に実施する取組
➢ 採用強化及び改正後の人事制度を適切に運用し、大手電力出向者比率を54％（2022年度末時点）まで下げる。
➢ 情報セキュリティや多額の資金管理を扱う業務等、社会的重要性が高い分野については第三者による専門性・客観性を
要することから外部委託等を活用し監査を実施。

➢ 資金管理、資産運用、区分経理等の組織体制の整備
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大手電力出向者比率の推移
大手電力からの出向者
大手電力以外の出向者
プロパー

• 入札業務（移管）

• FIT業務（移管）

的確な業務処理を前提にした
外部委託による業務範囲の検討〔外部委託〕

業務体制イメージ

経理部門

統括業務

• 制度設計・統括（新規）
• FIP業務（新規）
• 廃棄等費用積立業務（新規）

• 資金管理（新規）

再エネ・国際部

経理部門による確認や
牽制機能の設定

人材確保

監査

内
外

ガ
バ
ナ
ン
ス

の
維
持

特に社会的重要性の高
い業務の適切な実施


